
 
 
 
平成２３年度 入札･契約制度の改正について 
 

 

 

 

 

 

平成２３年６月１日（※６月１日以降に入札等公告を行う案件）より

次のとおり入札・契約制度を改正します。 

 

 

 

１ 最低制限価格制度の改正 

２ 条件付契約基準価格制度の改正 

３ 予定価格の事後公表の試行 

４ 建設工事発注基準の改正 

５ 前払金制度の改正 

６ 工事検査成績の取扱い変更 

７ 同価によるくじ引きの変更 

８ 準市内業者の認定について 
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１ 最低制限価格制度の改正 

契約の適正な履行及び品質の確保等に向け、適正価格での契約を推

進するために、最低制限価格制度を次のとおり改正します。 

（１） 最低制限価格の設定範囲の変更 

 現 行  予定価格の６６.６７％から８５％ 

 改 正  予定価格の７０％から９０％ 

 

（２） 最低制限価格の算出方法の変更 

 現 行  有効札の最低価格から２/３の個数(端数切上)の札 

の平均額の９０％ 

 改 正  有効札の最低価格から１割、最高価格から１割の 

個数(端数四捨五入)を除いた札の平均額の９０％ 

 

 

※ 最低制限価格算出の詳細方法及び具体例は、２～３ページをご参照く

ださい。 
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 最低制限価格の算出方法  

１．予定価格を超えた札及び予定価格の７０％未満(円未満切捨)の札を落札外

とし、最低制限価格の算出対象から除外する。 

２．有効札を入札価格の順に並べ、最高価格及び最低価格からそれぞれ有効札

の数の１割(端数四捨五入)の個数の札を除いた札の平均額(円未満切捨)に

９０％を乗じた額(千円未満切捨)【Ａ】を算出する。 

３．予定価格の７０％の額(千円未満切上)【Ｂ:70】を算出する。 

４．【Ａ】と【Ｂ:70】の額を比較し、その結果により最低制限価格を次のとお

り定める。 

 ①【Ａ】が予定価格の７０％以上（【Ｂ:70】≦【Ａ】）となった場合 

・・・・・・・・・・最低制限価格は 【Ａ】 

 ②【Ａ】が予定価格の７０％未満（【Ａ】＜【Ｂ:70】）となった場合 

・・・・・・・・・最低制限価格は 【Ｂ:70】 

 

※ 最低制限価格の算出対象となる有効札が４以下となった場合は、予定価格

の７０％の額(千円未満切上)を最低制限価格とする。 

 

※ 予定価格が 10,000 円未満の案件にあっては、上記算出にあたって「千円未満

切捨」を「円未満切捨」と、「千円未満切上」を「円未満切上」と読み替える

こととする。 

 

※ 落札候補者が落札者になることができない場合においても、最低制限価格

の算出にあたっては、その者の入札価格を使用する。 
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《例》 

予定価格＝10,000,000 円 

入札者 入札額 最低制限価格の算出 結果 率 

１ Ａ社 6,900,000 落札外 69.0%

２ Ｂ社 7,100,000 落札外 71.0%

３ Ｃ社 7,300,000 落札外 73.0%

４ Ｄ社 7,600,000 落札 76.0%

５ Ｅ社 7,800,000  78.0%

６ Ｆ社 7,900,000  79.0%

７ Ｇ社 8,000,000  80.0%

８ Ｈ社 8,000,000  80.0%

９ Ｉ社 8,200,000  82.0%

10 Ｊ社 8,500,000  85.0%

11 Ｋ社 8,500,000  85.0%

12 Ｌ社 8,800,000  88.0%

13 Ｍ社 9,000,000  90.0%

14 Ｎ社 9,200,000  92.0%

15 Ｏ社 9,800,000 

予定価格の 70％未満の A 社を落札外とする。 

 

有効札 14 の上位１割(端数四捨五入)の 1 者及

び下位 1 割(端数四捨五入)の 1 者を除いた 12

社(網掛)の平 均額(円 未満切捨)に 90％を乗じ

た額(千円未満切捨) 

98,800,000 円÷12 社×90％ 

＝7,409,000 円・・・・・・【Ａ】

 

予定価格の 70％の額(千円未満切上) 

10,000,000 円×70％＝7,000,000 円・・・【Ｂ:70】

 

【Ａ】が予定価格の 70％以上（【Ｂ:70】≦【Ａ】）な

ので、最 低 制 限 価 格 は、【Ａ】7,409,000 円 とな

る。 

 

よ っ て 、 最 低 制 限 価 格 の 直 近 上 位 の Ｄ 社

7,600,000 円が落札（候補）となる。 

 98.0%
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２ 条件付契約基準価格制度の改正 

建設工事において、条件付契約基準価格（予定価格の８０％(千円未

満切捨)の額）を下回る価格で契約を締結しようとするときの契約条件

を次のとおり変更（追加）します。 

 現 行  ① 担当技術者の専任配置 

 改 正  ① 担当技術者の専任配置 

② 契約金額の３０％以上の契約保証金の納付 （追加） 

        ※契約保証金の納付を要する工事のみが対象となります。 

 

 

３ 予定価格の事後公表の試行 

  建設工事及び測量､設計業務等において、予定価格の事後公表を試行

実施します。 

 

  予定価格事後公表の試行対象  

   ◇ 建設工事で設計金額 ５，０００万円以上のもの 

   ◇ 測量､設計業務等で設計金額 ３００万円以上のもの 

  上記試行対象となる案件のうち、概ね業種別に３分の１の案件で実

施します。 

 

 

※ 条件付契約基準価格制度に係る取扱いについて 

予定価格を事後公表する建設工事で、落札価格が条件付契約基準価格

未満となった場合は、落札後に配置する担当技術者を報告するものとし

ます。（入札書に添付する配置予定技術者届への担当技術者の記載は不要

です。）ただし、担当技術者の配置ができないときは、その者は落札者と

はなれません。 
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４ 建設工事発注基準の改正 

水道施設工事に係る発注基準を次のとおり改正します。 

設 計 金 額 （税込み） 
格付 

現 行 改 正（Ｈ23.6.1～） 

Ａ １３０万円超 ５００万円以上 

Ｂ １３０万円超 ３，０００万円未満 １３０万円超 ３，０００万円未満 

Ｃ １３０万円超 １，０００万円未満 １３０万円超 １，０００万円未満 

Ｄ １３０万円超 ５００万円未満 １３０万円超 ５００万円未満 
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５ 前払金制度の改正 

  受注者の資金調達の円滑化を図り、契約の適正な履行を確保するた

めに、工事契約等における前払金制度を次のとおり改正します。 

 

（１） 前払金の支払限度額の変更 

 現 行  契約金額１億円以下の部分の４/１０以内 

        契約金額１億円超の部分の３/１０以内 

        (測量､設計業務等は契約金額の３/１０以内) 

前払金限度額 ５，０００万円 

     改 正  契約金額の４/１０以内 

        (測量､設計業務等は契約金額の３/１０以内) 

        前払金限度額 なし 

 

（２） 中間前払金制度の創設 

  設計金額が３，０００万円以上 かつ 工期が１５０日以上の建設

工事を対象とする中間前払金制度を新たに設けます。 

 

 中間前払制度とは  

   対象工事について、契約当初に支払った前払金に加え、工期半ばで契約

金額の２割以内を追加して前払いする制度で、中間前払金の請求にあたっ

ては、次の条件に全て該当し、それを市が認定することが必要です。 

   ① 工期の２分の１を経過していること。 

   ② 工程表により工期の２分の１を経過するまで実施すべきものとされ

ている当該工事に係る作業が行われていること。 

   ③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の

１以上の額に相当するものであること。 

 

※ 中間前払金制度の詳細手続き等については、追ってお知らせします。 
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６ 工事検査成績の取扱い変更 

建設工事の検査成績の取扱いを次のとおり変更します。 

 

（１） 工事検査成績の公表  

   建設工事の検査評定点を市のホームページで公表します。 

 

（２） 不良工事施工業者の入札参加制限  

建設工事の施工の適正化及び品質の確保を図るため、基準評価未

満工事（検査評定点が６５点未満の工事）と評価された工事の請負

業者について、「伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領」に基づ

き資格(指名)停止措置を講じます。 

 

  措置基準  

  市発注工事の施工に当たり、過去２年間に次に掲げる工事検査評定を受け

た場合 

① ５９点以下が２回の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・３か月 

② ５９点以下が１回及び６０点以上６４点以下が１回の場合・・２か月 

③ ６０点以上６４点以下が２回の場合・・・・・・・・・・・・１か月 

※ 基準評価未満工事３回目以降は、直近２年間のうち評定点の低い２回を

もって措置を行う。 

※ 基準評価未満工事になった場合は、請負業者には警告書を通知するとと

もに、次回の工事において中間検査執行要領に基づく検査を実施する。 
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７ 同価によるくじ引きの変更 

  開札の結果、落札となるべき同価の入札者が２者以上となった場合

のくじ引きの方法を次のとおり変更します。 

ただし、この方法に必要な条件が整わない場合等は、従前の方法に

よる場合があります。 

 

 くじ引きの方法  

(１) 落札となるべき同価の入札をした者（以下、「くじ引き対象者」という。）

をその者の入札書が伊勢市に到着した日時＊が早い順に「入札順位」を

付ける。 

なお、入札書到着が同時の場合は、参加申請の早い者を上位とする。 

＊電子入札の場合・・・電子入札システムのサーバーに登録された日時 

紙入札の場合・・・・入札書封筒に印字されたタイムスタンプの日時 

(２) 当該入札案件の契約番号の下３桁の数、入札参加者数、くじ引き対象

者のうち入札順位が１位の者の入札書到着日時の｢日｣｢時｣｢分｣｢秒｣＊、

くじ引き対象者のうち入札順位が最後位の者の入札書到着日時の｢日｣

｢時｣｢分｣｢秒｣＊の合計数をくじ引き対象者数で除し、その余りの値(以下、

「くじ引き値」という。)を算出する。 

    ＊紙入札の場合は、入札書到着日時のうち｢秒｣は算入しない。 

(３) (2)で算出したくじ引き値と(1)で決定した入札順位が一致した者が落

札(候補１位)となり、入札順位が落札(候補１位)の次順位の者を落札(候

補２位)、次々順位の者を落札(候補３位)、以下同様とする。 

    なお、入札順位が最後位の次順位は、入札順位１位とする。 

    くじ引き値が「１」の場合 → 入札順位「１位」の者が落札(候補１位) 

〃   「２」 〃  →   〃  「２位」     〃 

〃   「３」 〃  →   〃  「３位」     〃 

                 

〃   「０」 〃  →   〃  「最後位」    〃 
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《例》 

◇ 契約番号 ４２３３０００６３ 

◇ 入札参加者数 ２１ 

◇ くじ引き対象者数  ５ 

１ 入札順位の決定 

             入札書到着日時          入札順位 

  Ａ社 ： ２０１１年６月１５日０８時３７分０６秒  →  ① 

  Ｂ社 ： ２０１１年６月１６日１８時２１分２０秒  →  ② 

  Ｃ社 ： ２０１１年６月１７日１１時５１分０８秒  →  ③ 

  Ｄ社 ： ２０１１年６月１７日１４時０５分３７秒  →  ④ 

  Ｅ社 ： ２０１１年６月１７日１４時２３分１５秒  →  ⑤ 

２ くじ引き値の算出 

（６３＋２１＋１５＋８＋３７＋６＋１７＋１４＋２３＋１５）÷５ 

 ＝ ４３ 余り ４ ･･･ くじ引き値 

３ 結果 

算出の結果、くじ引き値が「４」となり、入札順位が「④」のＤ社が落札

(候補１位)となる。 

 Ｄ社（入札順位④）が落札(候補１位) 

Ｅ社（入札順位⑤）が 〃 (候補２位) 

Ａ社（入札順位①）が 〃 (候補３位) 

Ｂ社（入札順位②）が 〃 (候補４位) 

Ｃ社（入札順位③）が 〃 (候補５位) 
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８ 準市内業者の認定について 

近年の社会経済情勢など市内事業者をとりまく状況等に鑑み、平成

２３年６月１日以降、準市内業者の新規での認定は行わないこととし

ます。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務担当・問合せ先】 

管財契約課契約係 ℡ 0596-21-5525 

検査室         ℡ 0596-21-5502 


